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建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示ルールについて（とりまとめ） 1 
（案） 2 

 3 
（はじめに） 4 

2022 年 6 月に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向5 
上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 69 号。以下「改正法」という。）に基6 
づく建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費性能（以下「省エネ性能」という。）の表示制度に関7 
し、今後国において、建築物の販売・賃貸を行う事業者（以下「販売・賃貸事業者」という。）に8 
よる省エネ性能表示の努力義務の内容を示す表示ルールを告示等において定めるにあたっては、9 
以下に示す内容を基本として、詳細検討を行うとともに、販売・賃貸事業者をはじめとした、建10 
築物の省エネ性能表示に関わる関係者主体からの意見を反映するために、必要な調整等を図るこ11 
とが必要である。 12 

 13 
2023 年２月 14 

建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会 15 
 16 
 17 
１．検討経緯等 18 
１－１ 建築物の省エネ性能表示制度の強化 19 
○ 2050 年カーボンニュートラル、2030 年度温室効果ガス 46％削減（2013 年度比）の実現に20 

向けて、2022 年 6 月に改正法が公布され、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示につい21 
て制度が強化されることとなった。 22 

 改正後の省エネ性能表示制度では、建築物の販売・賃貸時の表示事項及び表示方法等の23 
遵守事項を国土交通大臣が告示で定めるとともに、告示に従って表示していないと認め24 
る場合、国土交通大臣が販売・賃貸事業者に対し、告示に従って表示を行うよう勧告す25 
ることができるなどの措置が追加された（改正法による改正後の建築物のエネルギー消26 
費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号。以下「建築物省エネ法」という。）27 
第３章の２）。 28 

 制度の施行は、公布後 2 年以内（R6 年度～）とされている。 29 
 30 

１－２ 制度強化の背景 31 
○ 政府の削減目標を踏まえた建築物分野の省エネ対策の強化に関するロードマップとして、32 

2030 年度以降の新築について ZEH・ZEB 水準の省エネ性能の確保を目指すこととしており、 33 
 2025 年度に省エネ基準の適合義務化 34 
 遅くとも 2030 年度までに省エネ基準の引き上げ※ 35 
※具体の実施時期及び内容については、取組の進捗や建材・設備のコスト低減・一般化の状況を踏まえて、36 

審議の上実施（脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会とりまとめより）  37 
が示されている。 38 

資料４－１ 

第 3 回 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能

表示制度に関する検討会（R5.2.10） 
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「エネルギー基本計画」（2021 年 10 月 22 日閣議決定） ※  

 ・ 2050 年に住宅・建築物のストック平均で ZEH・ZEB 基準の水準の省エネルギー性能が確

保されていることを目指す。 

 ・ 建築物省エネ法を改正し、省エネルギー基準適合義務の対象外である住宅及び小規模建築

物の省エネルギー基準への適合を 2025 年度までに義務化するとともに、2030 年度以降新築

される住宅・建築物について、 ZEH・ZEB 基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、

整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引上げ、省エネルギー基準の段階的な水準の

引上げを遅くとも 2030 年度までに実施する。 

※ 「地球温暖化対策計画」 （2021 年 10 月 22 日閣議決定）にも同様の記載あり 

 39 
○ 一方で、現状の ZEH・ZEB 水準の省エネ性能への適合率は、住宅：14％ 非住宅建築物：26％40 

（2019 年度時点の推計値）にとどまることから、建築物を購入・賃借する消費者・事業者（以41 
下「消費者等」という。）の関心を大きく高め、省エネ性能が高い建築物が選択されやすい市42 
場環境の整備が不可欠となっている。 43 

○ このため、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、その省エネ性能を把握し、性能の高低44 
を比較検討することができるよう、省エネ性能の表示を強力に推進するため、法改正により45 
制度面の強化が図られたものである。 46 

 47 
１－３ 検討会の設置趣旨等 48 
○ 「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」（以下「検討会」という。）49 

は、改正法に基づく表示制度における表示ルールの検討を行うとともに、制度の施行に向け50 
た環境整備の進め方を検討することを目的に設置されたものである。 51 

○ 検討会においては、 52 
 2030 年度目標の達成に向けて、省エネ性能表示の件数を増やし、消費者等への認知を拡53 

大することが喫緊の課題であること 54 
 このため、改正後の建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度は、一部の販売・賃貸55 

事業者しか取り組めないようなハードルの高い制度とならないよう、また、一般消費者56 
にとって理解できないような表示内容にならないようにする必要があること 57 

を共通の課題認識とし、第１回検討会において以下の「基本的な検討の方向性」を設定し、58 
2022 年 11 月以降、3 回にわたって検討を進めてきた。 59 

＜検討会における基本的な検討の方向性＞ 
 消費者等にとって分かりやすく、 
 販売・賃貸事業者にとって取り組みやすい、 
 フィージブル（実現可能）な省エネ性能表示の仕組み 

を目指し、そのための具体的な表示事項・表示方法等の検討を進める。 

 60 
○ 検討会における検討の結果、販売・賃貸時の建築物の省エネ性能の表示ルールに関し、その61 

基本的事項とすべきと考えられる内容について、次章以下に記述する。 62 
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２．表示ルールについて 63 
○ 販売・賃貸時の建築物の省エネ性能の表示ルールは、「告示※１」及び「ガイドライン※２」によ64 

り定めることとする。 65 
※１ 改正後の建築物省エネ法第 33 条の２第２項の規定に基づく告示を指す。 66 
※２ 制度運用の円滑化に資するよう、告示に示す事項の解釈を示すとともに、制度の普及67 

拡大に向けて、望ましい表示のあり方・追加的な情報提供の方法等を示すもの。 68 
○ 告示及びガイドラインを定めるにあたっては、事業者への勧告等は告示に基づき行うことと69 

されていることを踏まえ、勧告等の措置の対象となりうる内容と、それ以外の内容について、70 
事業者が区別できるよう留意して定めることとする。 71 

 72 
２－１ 告示の位置づけ 73 
○ 改正後の建築物省エネ法第 33 条の２第２項の規定に基づき、建築物の省エネ性能に関して74 

「表示すべき事項」及び「表示の方法その他遵守すべき事項」を定めるもの。 75 
○ 国土交通大臣は、販売・賃貸事業者が告示されたところに従って表示をしていないと認める76 

ときは、法第 33 条の３第１項の規定に基づく勧告等を行うことができることとされている。 77 
○ 上記のとおり、勧告等の措置の対象となりうるものであることから、告示に定める事項は、78 

表示しなければならない事項、実施しなければならない表示方法、表示にあたって行っては79 
ならない事項など、建築物の販売・賃貸についての様々な取引形態がある中で、その表示の80 
場面において共通的に必要なものとする。 81 
 82 

２－２ ガイドラインの位置づけ 83 
○ 前述のとおり、告示には共通的に必要な事項を示すこととするが、今後販売・賃貸時の建築84 

物の省エネ性能表示を普及拡大させるため、制度運用にあたって追加的に行われることが望85 
ましいと考えられる事項については、ガイドラインに示すこととする。 86 

 購入・賃借を行う者が建築物の省エネ性能をより具体かつ的確に把握するためには、告87 
示に定められる表示事項・表示方法によるもののみならず、追加的な情報提供が行われ88 
ることが望ましいと考えられることから、その具体的な内容についてはガイドラインに89 
おいて示すこととする。 90 

○ また、ガイドラインにおいては、追加的事項のほか、告示事項の解釈についても示すととも91 
に、ガイドラインの記載内容は告示に従ったものとし、ガイドラインに従って表示を行う限92 
りにおいて、勧告等の措置の対象とはならないように作成する。 93 

 告示に示す事項のうち、制度の柔軟な運用の観点から、解釈に一定の幅があるものにつ94 
いては、運用にあたっての基本的な考え方等をガイドラインにおいて補足する。 95 

 一例として、共同住宅の省エネ性能は、住戸／住棟いずれの評価・表示も可能であ96 
るが、望ましい運用ルールをガイドラインで示すこととする（後述）。 97 

○ なお、上記のほか、建築物の省エネ性能表示の実務にあたって、判断に迷うことや疑問に思98 
うことが想定される事項については、QA 等により必要な解説を行うこととする。 99 
 100 
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３．告示に定める事項 101 
３－１．表示すべき事項 102 
○ 建築物の購入・賃借を検討する消費者等が、建築物の省エネ性能に関する知識を十分有しな103 

い場合であっても、建築物の省エネ性能を踏まえた物件選択（他の物件との省エネ性能の比104 
較検討を含む）を可能とするために共通的に必要な表示事項としては、以下の事項を表示す105 
ることが必要と考えられる。 106 

 省エネ性能について、以下の性能を多段階に評価した結果（多段階評価）を表示する。 107 
 住宅については、外皮性能（断熱性能）と一次エネルギー消費量の性能とし、非住108 

宅建築物については、一次エネルギー消費量とする。 109 
 上記は、住宅・非住宅建築物それぞれの省エネ基準（義務基準）における性能110 

項目となっている。 111 
 多段階評価の基礎となる省エネ性能は、建築物省エネ法関係法令に定めるところに112 

より評価する。 113 
 一次エネルギー消費量の性能の多段階評価は、省エネ基準からの削減率に応じた段114 

階を設定する。 115 
 2030 年目標である ZEH・ZEB 水準の達成状況を容易に把握できるようにする116 

には、再生可能エネルギーを除いた削減率（太陽光発電設備による創エネルギ117 
ーによる削減率を除いた、省エネ基準からの削減率）を把握できるようにする118 
必要があるが、検討会やパブリックコメントでは、2025 年に適合義務化される119 
省エネ基準や現行の BELS（（一社）住宅性能評価・表示協会の運営する第三者120 
評価制度）において、再生可能エネルギーのうち自家消費分を加味した削減率121 
（太陽光発電設備による創エネルギーのうち、当該建築物の空気調和設備等に122 
より消費されるエネルギーの削減分を加味して算出した削減率）が用いられて123 
いることから、再生可能エネルギーのうち自家消費分を加味した削減率につい124 
ても表示を求める意見が寄せられた。 125 

 これらを踏まえ、一次エネルギー消費量の性能の多段階評価は、再生可能エネ126 
ルギーを除いた削減率を用いた多段階評価に加え、再生可能エネルギー利用設127 
備が設置されている旨を表示する場合は、現行の BELS と同様に、再生可能エ128 
ネルギーのうち自家消費分を加味した削減率を用いた多段階評価を表示するこ129 
とができることとする。 130 

 その具体の段階設定については、検討会における「ZEH・ZEB 水準を上回る省131 
エネ性能向上へのインセンティブとなるよう設定すべき」「2030 年よりも先を132 
見据え、継続性のあるものとすべき」等の意見を踏まえ、 133 
○ 住宅に関しては、再生可能エネルギーを除いた削減率について、ZEH 水準134 

（20％削減）よりも 10％削減となる、省エネ基準から 30％削減まで段階135 
設定することが考えられる。 136 
・ 再生可能エネルギーのうち自家消費分を加味した削減率については、137 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24 年法律第 84 号）に基づ138 
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く低炭素建築物の認定基準において、省エネ基準から 50％削減を要件139 
としている（戸建住宅の場合。この場合は省エネと太陽光発電設備に140 
よる創エネルギーの総量による削減を求めている。）こと等を勘案し、141 
省エネ基準から 50％削減まで段階設定することが考えられる。 142 

○ 非住宅建築物に関しては、再生可能エネルギーを除いた削減率について、143 
ZEB 水準が用途に応じて 30％又は 40％削減、『ZEB』（ネット・ゼロ・エネ144 
ルギー・ビル。省エネで 50％削減、省エネと創エネの合計で 100％削減を145 
要件としている。）等が 50％削減を要件としていることを踏まえると、省146 
エネ基準から 50％削減までを段階設定することが考えられる。 147 
・ 再生可能エネルギーのうち自家消費分を加味した削減率については、148 

本制度が複合用途の建築物（例：事務所用途＋住宅用途）においても149 
適用されることを踏まえ、住宅と同様に 50％削減までを段階設定する150 
ことが考えられる。 151 

 上記のとおり、建築物の供給事業者等が ZEH・ZEB 水準を目指す意欲を阻害す152 
ることがないよう配慮しつつ、ZEH・ZEB 水準を上回る性能向上を促すインセ153 
ンティブを与えるとともに、建築物への太陽光発電設備等の再生可能エネルギ154 
ー利用設備の設置促進の観点から、太陽光発電設備等による一次エネルギー消155 
費量の削減効果が消費者等に伝わるよう、段階設定することが必要である。 156 

 住宅の外皮性能の多段階評価は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年157 
法律第 81 号）に基づく住宅性能評価における断熱等性能等級において、省エネ基準158 
より上位の等級が設定されたことを踏まえ、断熱等性能等級の各等級の性能値（外159 
皮平均熱貫流率（UA 値）及び冷房期の平均日射熱取得率（ηAC 値））の水準の区分に160 
応じた段階を設定することが考えられる。 161 

 省エネ基準の外皮性能は等級４相当であり、等級１～３は省エネ基準に満たな162 
い外皮性能であるが、パブリックコメントでは、等級１～３を取得した既存建163 
築物においても断熱性能を表示できるようしてほしい等の意見が寄せられたと164 
ころである。 165 

 これらの意見を踏まえ、既存建築物においても本制度の活用が促進されるよう、166 
断熱等性能等級１～７の各等級に相当する７段階を設定し、そのいずれに相当167 
するかを示すこととする。 168 

 このほか、省エネ性能を評価した時点（評価日）を、これらの省エネ性能と併せて169 
表示することとする。 170 

 171 
３－２．表示の方法 172 
○ 消費者等に対し、選択行動の一助となるような形で、建築物の省エネ性能が情報提供される173 

ためには、３－１に示した表示すべき事項を、以下の方法により表示することが必要である。 174 
 消費者等が容易に建築物の省エネ性能を比較できるよう、国が様式を定めるラベルによ175 

る表示を行うこととする。 176 



 

6 
 

 ラベルは「３－１ 表示すべき事項」を網羅したものとし、建築物省エネ法に基づ177 
くラベルであることを明らかにする。 178 

 ラベルには「３－１ 表示すべき事項」のほか、以下の事項を付加することができ179 
ることとする（これらの事項を付加する場合の様式も、国が定める）。 180 

 当該建築物に、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備が設置されて181 
いる場合は、その旨 182 

 第三者評価を受けている場合は、その旨 183 
○ 第三者評価であることの表示は、当該第三者評価制度のルールにより行う。 184 
○ BELS において、ZEH・ZEB の要件を満たす場合に付すことのできる ZEH・185 

ZEB マークもこれに含まれる。 186 
 住宅の「目安光熱費」 187 
○ 「住宅の省エネ性能の光熱費表示検討委員会（2020 年度）とりまとめ」に188 

定めるところにより、住宅の設計二次エネルギー消費量を全国統一の燃料189 
単価に用いて年額の光熱費の目安額に換算したものであって、実際の光熱190 
費とは異なる旨の注記や、算出に用いた燃料単価等の根拠等とあわせて表191 
示するもの。 192 

※ラベルのイメージは別紙参照 193 
 ラベルによる表示を行う時期・対象については、消費者等が一般的な物件選択の検討過194 

程において、省エネ性能についても把握することができるよう、以下のいずれかによる195 
こととする。 196 

（１）広告を行う場合 以下による。 197 
 建築物の販売・賃貸の広告へのラベルの掲載を行う。 198 

 対象とする広告は、「不動産の表示に関する公正競争規約」第８条（「必要な表199 
示事項」）の適用対象と整合させることが望ましいと考えられ、具体的な対象は200 
ガイドラインにおいてその解釈を示すこととする。 201 

（２） 広告を行わない場合 以下のいずれかによる。 202 
 事業者のホームページ（販売・賃貸の広告に該当しないもの）等、第三者が容易に203 

アクセスできる情報媒体へのラベルの掲載を行う。 204 
 建築物に関する調査報告書（当該建築物を購入・賃借しようとする者に対する情報205 

提供を目的に実施されるものに限る）等にラベルが掲載されるよう、調査を行う者206 
等へのラベルの提供を行う。 207 

 208 
３－３ その他遵守すべき事項 209 
○ 当初の表示を行った後、「３－１ 表示すべき事項」のうち省エネ性能の多段階評価が低下す210 

る建築物の仕様等の変更が生じた場合は、変更後の仕様等に基づく表示をしなければならな211 
いこととする。 212 

 多段階評価が低下する仕様等の変更を行っていない限りにおいて、当初の評価時点を明213 
らかにした上で、当初の評価結果の内容で引き続き表示することが可能となる。 214 
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○ 既存建築物については、建築時に省エネ性能が評価されていないこと等により、前述の表示215 
すべき事項を満足に表示することができない場合が相当程度想定されることから、既存建築216 
物について表示すべき事項は、上記３－１、３－２に示す限りではないこととする。 217 

 既存建築物の対象については、予見性の観点から、本制度の施行以前に新築された建築218 
物とし、本制度の施行以降に新築された建築物については、その後の販売・賃貸におい219 
ても告示の表示すべき事項を表示することを求めることが考えられる。 220 

 なお、2021 年４月以降、概ね全ての建築物の新築等の際に、適合義務・所管行政庁221 
への届出・建築士の説明義務のいずれかが課せられており、2021～2023 年度に新築222 
された建築物については告示に従った表示が望ましいことを、ガイドラインで示す223 
こととする。 224 

 既存建築物の代替表示の内容については、既存建築物の特性を踏まえ、追加的検討、整225 
理を行い、ガイドラインに示すこととする（後述）。 226 

 227 
４．ガイドラインに定める事項 228 
４－１ 消費者等に対する追加的な情報提供 229 
○ 告示に示す表示事項・表示方法等は、建築物の販売・賃貸についての様々な取引形態がある230 

中で、その表示の場面において共通的に必要なものとしていることから、ガイドラインでは、231 
消費者等に対する追加的な情報提供についての具体的な内容を示すこととする。 232 

○ 建築物の省エネ性能に関して追加的な情報提供を行う事項としては、以下があげられる。 233 
 一次エネルギー消費量の性能に関する具体的な性能値（省エネ基準からの削減率・BEI） 234 

 省エネ基準からの削減率・BEI については、①再生可能エネルギーを加味しない場235 
合、②再生可能エネルギーのうち自家消費分を加味した場合、③再生可能エネルギ236 
ーの総量（売電分を含む）を加味した場合 の３つの算出ケースがあることから、237 
それぞれの数値を示すこととする。 238 

※BEI：ビルディング・エネルギー・インデックスの略。設計一次エネルギー消費量を基準一次エ239 
ネルギー消費量で除した数値（その他一次エネルギー消費量を除く）。現行では住宅・非住宅建240 
築物ともに BEI≦1.0 が省エネ基準となっている。 241 

 外皮性能に関する具体的な性能値（住宅：UA 値、ηAC 値、非住宅：BPI 値） 242 
 上記の各性能値について、建築物省エネ法の基準適否 243 

 各性能値について、建築物の省エネ基準・誘導基準の適否を示す。 244 
 ZEH・ZEB に関する情報 245 

 ZEH・ZEB 普及促進の観点から、各性能値と ZEH・ZEB の要件との関係を補足する。 246 
 住宅の「目安光熱費」 247 

○ これらの事項を消費者等に対し情報提供するにあたっては、一覧性を確保するため、ガイド248 
ラインにおいてひな形を示す「建築物の省エネ性能の評価書（以下「評価書」という。）」を249 
用いて情報提供を行うことが望ましいと考えられる。 250 

 評価書は、告示で定める表示すべき事項を網羅したラベルを含んだものとする。 251 
※評価書のイメージは、別紙参照 252 
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○ なお、目安光熱費については、ラベルを用いた広告表示を前提に、2020 年度に検討・とりま253 
とめが行われたものであるが、「現下のエネルギー価格の変動を踏まえ、広告表示を推奨する254 
時期の判断については慎重に行うべき」との意見がパブリックコメントにおいて複数寄せら255 
れたところである。 256 

 これらの意見に配慮し、目安光熱費の広告表示を望ましいものとして推奨する時期につ257 
いては、今後、エネルギー価格の変動が安定したタイミングで判断し、時間的余裕を持258 
って、明らかにすることする。 259 

 260 
４－２ 建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物についての対応 261 
○ 前述のとおり、既存建築物の中には、これまで建築物省エネ法の規制対象となっておらず、262 

建築時に省エネ性能を評価せずに建築されたものが多数存在する。一方で、既存建築物であ263 
っても、建築時に省エネ性能を評価している場合もある（以下は一例）。 264 

 建築物省エネ法に基づく適合性判定を行っている場合、BELS を取得している場合 265 
 住宅性能評価、認定（長期優良住宅・低炭素建築物）を取得している場合 266 

※評価の時期によって、現行の省エネ基準に基づく評価と異なる場合がある。 267 
○ 既存建築物においても、建築時に性能を評価している場合等があることを踏まえると、新築268 

と同様の表示を基本とすることが考えられる一方で、性能評価には一定のコスト・期間を要269 
するため、全ての物件にこれを求めることは事業者への負担が多大と考えられることから、270 
代替措置についても検討する必要があると考えられる。 271 

○ このため、建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物については、その特性を踏まえ、272 
以下に例示する表示等を行うことができるよう、追加的検討・整理を行い、ガイドラインに273 
おいて、その具体的な内容を示すこととする。 274 

 非住宅建築物については、運用段階の実績値等に基づく表示を検討する。 275 
 当面の検討の方向性としては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54276 

年法律第 49 号）に基づく貸事務所業のベンチマーク制度を参考に、賃貸の用に供さ277 
れる事務所用途建築物について、運用段階のエネルギー消費量の実績値を、当該用278 
途における平均的な実績値との関係等に着目して表示することが考えられ、まずは279 
2023 年度中を目途に、国土交通省・経済産業省の連携の下で代替表示ルールの骨格280 
についての検討を行う。 281 

 住宅については、断熱や設備の部分的な仕様等に基づく表示を検討する。 282 
 当面の検討の方向性としては、関係省庁の支援措置等により、今後一層促進される283 

と考えられる①高断熱窓②高効率給湯器への改修を行っている場合に、その旨が統284 
一的な文言等により広告等において表示されるためのルールを定めることを想定し285 
ており、2023 年度上半期を目処に表示ルールの検討を行う。 286 

 また、非住宅建築物で述べたエネルギー消費量の実績値に基づく表示について、住287 
宅の場合は、スマートメーターや HEMS などの活用も想定されることから、居住者288 
のプライバシー等の課題に配慮しつつ、評価手法の開発状況を踏まえながら、どの289 
ような表示が可能か、国土交通省・経済産業省の連携の下で検討を行う。 290 
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○ なお、これらの代替措置は、建築時に省エネ性能を評価していない場合があることを踏まえ291 
てのものであることから、前述のとおり、2021 年４月以降、概ね全ての建築物の新築等の際292 
に、適合義務・所管行政庁への届出・建築士の説明義務のいずれかが課せられていることを293 
踏まえると、2021～2023 年度に新築された建築物も含め、建築時に省エネ性能を評価してい294 
る場合には、告示に従った表示を行うことがより望ましいと考えられる。 295 

 296 
４－３ その他 297 
○ 共同住宅等における表示の単位について 298 

 分譲マンションや賃貸アパート等の共同住宅の省エネ性能は、住戸毎又は住棟全体のい299 
ずれかにより評価・表示することが可能である。 300 

 住棟全体の省エネ性能について、建築物省エネ法の基準適否の判断においては、外301 
皮性能については全ての住戸が基準に適合することを求め、一次エネルギー消費量302 
については、全住戸の合計（共用部の算入は任意とされている）が基準値を下回る303 
ことを求めている。 304 

 現状、BELS では住戸／住棟いずれの評価も可能であり、住戸の省エネ性能の表示の305 
みならず、住棟の省エネ性能の表示（例：ZEH-M の表示）も行われている。 306 

 これらの実態も踏まえ、販売・賃貸事業者側・消費者側の双方の視点から、表示の場面307 
に応じて望ましい運用のあり方を検討し、ガイドラインにおいて示すこととする。 308 

 共同住宅以外にも、複合用途の建築物において、販売・賃貸する部分など建築物の309 
一部に限って省エネ性能を評価・表示する場合が考えられることから、同様に対応。 310 

○ この他、販売・賃貸対象となる住戸が未定の段階で広告を行う場合や、設計仕様に幅がある311 
場合の広告表示における対応について、パブリックコメントにおいても質問等が寄せられて312 
いることを踏まえ、これらの点を含め、関係事業者において判断に迷うことが想定される点313 
については、望ましい運用のあり方を検討し、ガイドラインにおいて示すこととする。 314 

 315 
５．本制度の円滑な施行に向けた留意事項 316 
○ 前章までに示したもののほか、今後、制度の詳細検討を進めるにあたって、以下の点に留意317 

し、制度の円滑な施行を図る必要がある。 318 
 「３－２表示の方法」で示した広告等へのラベルの掲載については、広告等の実務が、319 

宅地建物取引業法をはじめとした関係法令のほか、関係業界における規約・ガイドライ320 
ン等に基づき実施されていることを踏まえ、これら既存の規約・ガイドライン等との整321 
合を図る。 322 

 「建築物省エネ法上の表示の努力義務を負う者（販売・賃貸事業者）」と、「表示の努力323 
義務を負う者から委託を受けた者（媒介業者や広告業者）」との役割分担を明確にする324 
ため、建築物の省エネ性能表示の実務において各関係主体が担う役割をガイドラインの325 
中で具体的に示し、その周知を図る。 326 

 既に実施されている自治体等による建築物の環境性能表示制度について、表示の受け手327 
である消費者等に混乱を生じることのないよう、自治体等関係者と調整等を行う。 328 
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 制度の施行にあたっては、関係事業者が十分な準備期間を確保できるよう配慮するとと329 
もに、広告表示に用いるラベル取得方法の整備を進めつつ、ラベルの情報伝達を担う事330 
業者等との連携等を図る。 331 

 中小事業者等を含め、幅広い事業者が本制度に対応できるよう、省エネ性能表示に係る332 
具体的な手順等をガイドラインに示すほか、設計者等から販売・賃貸事業者等に対し省333 
エネ性能が円滑に伝達されるよう、設計者等への周知を行うほか、設計関連事業者等と334 
連携した対応方策を検討する。 335 

 消費者等に案内できる制度ホームページ・リーフレット等を作成するとともに、本制度336 
の開始にあたっては消費者に対しても積極的な周知を行い、宅地建物取引業者等の不動337 
産の広告主体が、省エネ性能の表示に協力しやすい環境整備に努める。 338 

 339 
以上 340 


